
資料２

平成25年度食育関連事務事業（所属（担当部署等）別）一覧

事　　　　業　　　　名
施策の方向性に係る

分野記号
今後の
方向性

1 行政経営部 広報広聴課 広報紙等発行事業 Ａ-１、Ｃ-１、Ｄ-２・３ 現行

2 市民協働部 男女共同参画センター 父と子の料理教室 Ａ-４ 見直し

3 〃 〃
男女共同参画基礎講座
「これからの私を楽しむ・団塊世代のシ
ニア・ライフ」

Ｃ-１ 見直し

4 〃 国保年金課 特定健康診査事業 Ｃ-１ 現行

5 生活環境部 環境整備課 ごみ減量・リサイクル推進事業 Ｅ-２ 現行

6 〃 〃 家庭用生ごみ処理機等普及促進事業費 Ｅ-２ 現行

7 保健福祉部 長寿介護課 介護予防二次予防施策栄養改善事業 Ａ-１ 現行

8 〃 〃 配食サービス事業 Ａ-１ 現行

9 〃 児童家庭課 食育計画推進事業 Ａ-１・３、B-１・３、Ｅ-２ 現行

H25年度事業報告時

№ 担当部署等

低栄養状態またはそのおそれのあ
る高齢者に対し、低栄養状態を
早期に発見し、「食べること」を通
じて低栄養状態の改善及び口腔
機能の維持向上を目指し、自分
らしい生活の確立と自己実現を
支援することを目的とする。

定期的に居宅に訪問し、１日１
食、週６食を上限に、栄養バラン
スの取れた食事を提供することに
より、生活の質の向上、孤独感の
解消及び安否の確認を行う。更
にはそれらを通して地域の見守り
ネットワークを構築することも目的
としている。

食育に関する取り組みやイベント
などえを適時適切な時期に、市
広報紙に掲載することにより、広く
市民に食育に関する広報を行っ
ている。

○　生ごみ自家処理容器（コンポ
スト・密閉型）　８３件
○　家庭用生ごみ処理機　　５０
件

【通所型事業】開催回数：100回
【訪問型事業】随時実施
○実施方法　口腔機能向上事
業と統合し、一部は運動器機能
向上事業と複合型として実施
○内容　　　　低栄養予防に関
する講話　栄養相談、栄養改善
のための計画作成

●利用者見込み数
９７５人
●配食見込み数　　　　　　　　１
４６，１６１食

今年度の実施予定予定なし

今年度の実施予定予定なし

＜特定健診＞個別健診（医療
機関）及び集団健診（検診車）に
より実施。（平成25年5月～平成
26年1月）
＜特定保健指導＞委託（いわき
市医師会）及び市直営（各地区
保健福祉センター）で実施。（平
成25年5月～平成26年3月）

・クリンピーの家における各種啓発
事業の実施
・啓発冊子の作成
・リサイクル関連施設の見学会の
実施
・市役所出前講座の実施
・各イベントでの啓発活動
・大規模建築物所有者等へのご
み減量指導

平成２５年度事業予定

生ごみの減量化や堆肥化などを
推進するため、「家庭用生ごみ処
理機」の購入補助を実施するも
の

事業概要・目的

市政情報紙「広報いわき」を主な
媒体とし、食育に関する知識や
情報の提供、地域における取り
組みを紹介していくことにより、食
育運動の推進や普及啓発に資
する。

父親が子どもと一緒に参加する
料理教室の開催により、男女共
同参画についての啓発を行うとと
もに、父と子のふれあいを深める。

団塊の世代に向けた男女共同
参画社会についての啓発を行う
連続講座の一部として「食育」を
兼ねた調理実習を実施

メタボリックシンドロームに着目した
特定健康診査を実施し、その結
果、生活習慣病および予備軍を
減少させるための保健指導を必
要とするものに対し、特定保健指
導を実施することにより、糖尿病
等の生活習慣病の発症や重症
化を予防する。

３R（リデュース：発生抑制、リユー
ス：再使用、リサイクル：再生利
用）を基本とした循環型社会の
構築を目指すため、リサイクルプラ
ザの利用等による市民・事業者
の意識啓発事業や、ごみ減量化
に向けた各種施策を展開する。

保育所給食が食育の媒体となる
よう献立を作成し、給食を通し食
事のバランスを学び、食に関する
ことを体験するなど、楽しい食事
の中から食べることを通して、食を
営む力の基礎を培う食育の実践
を行う。

各公立、私立保育所で実施。
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10 保健福祉部 児童家庭課 家庭との連携事業 Ａ-１・２、Ｂ-１～３ 現行

11 〃 〃 保育所給食担当職員研修会 Ｂ-１・３ 現行

12 〃 〃 保育所地域活動事業 Ａ-１・３、B-１・３、Ｄ-２、Ｅ-２ 現行

13 〃 〃 保育所食育活動
（調理体験） Ａ-１・３、B-１・３、Ｅ-２ 現行

14 〃 〃 保育所食育活動
（野菜等の栽培体験） Ａ-１・３、B-１・３、Ｄ-１、Ｅ-２ 現行

15 〃 〃 保育所食育活動
（保育中の食育遊び） Ａ-１、Ｂ-１ 現行

16 〃 〃 保育所食育活動
（アレルギー除去食の実施） Ａ-１、Ｂ-１・３ 現行

17 〃 〃 保育所食育活動
（保育士の給食の喫食） Ａ-１、Ｂ-１・３ 現行

18 〃 保健所総務課 『健康いわき21』推進事業 Ｆ 現行

児童と同じ給食を喫食することに
より、給食という媒体を共有するこ
とで、より食育が推進する。

保育所給食の情報を提供し、
乳、幼児期の食に関する正しい
知識や望ましい食習慣の啓発を
図る。

各公立、私立保育所で実施

育てることの喜び、いのちを大切に
する力を養う。
また、食への関心を高め、食を営
む力の基礎を培う。

子ども自ら食事づくり（準備・調
理・片付け等）にかかわることを通
し、主体性を育む。このような体
験を通し、食を営む力の基礎を
培う食育の実践となる。

公立・私立保育所にて実施。

公立・私立保育所にて実施。

食べ物に興味関心を持たせること
により、食を営む力の基礎を培
い、楽しく食べることができる。

公立・私立保育所にて実施。

保育所給食に従事している者を
対象とし、食中毒事故防止と衛
生管理に関する意識向上及び
調理技術、栄養管理の資質向
上を図る。また、個々の保育所で
実践している食育事業の情報交
換を行い、保育所給食での食育
活動の充実を図る。

２回開催予定　　117人参加

地域のお年寄り、祖父母ととも
に、伝統的な食に関する行事や
食文化を体験し伝承等につなげ
る。また、世代間交流することで、
食事を共にする喜び、食事のマ
ナーを身につけ、人とかかわる力を
養う。

公立・私立保育所にて実施。

食物アレルギー児が除去食を前
向きにとらえ、今後の食生活への
自信と自立心を、周囲の子どもた
ちには、思いやりの心を養うことを
図り、食を営む力の基礎を培う。

公立・私立保育所で実施

いわき市では全国的な傾向と同
様、出生率の低下とともに高齢
化社会が急速に進行していま
す。このことから、寝たきりになる
方々の増加が予想され、年少時
期からの生活習慣病対策が重視
されています。「健康いわき21」で
は、これらの予防と生涯にわたる
主体的な健康づくりを推進するた
め、市民への普及・啓発活動を
図っています。

「健康いわき21計画」の改定作
業

私立保育所の一部で実施。公
立保育所では、施設面にて対応
が現状では困難な１保育所を除
き実施。
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19 保健福祉部 保健所総務課 『健康だより』発行事業 Ａ-１、Ｃ-１ 現行

20 〃 〃 障がい者歯科診療事業 Ｆ 現行

21 〃 保健所生活衛生課 食品安全対策事業 Ｅ-１ 現行

22 〃 保健所地域保健課 食育推進事業 Ｃ-１、Ｆ 現行

23 〃 〃 出前講座「楽しく食べよう“ごはんとおやつ”」 Ａ-１・２ 現行

24 〃 〃

出前講座「メタボリックシンドロームとそ
の対策
～生活習慣病はこうして防ぐ（食習
慣）」

Ａ-１、Ｃ-１ 現行

25 〃 〃
出前講座「食事バランスガイドを活用し
よう」

現行

26 〃 〃 いわきっ子・いきいき健やか食育教室（幼児期） Ａ-１～３ 現行

○食育推進委員会　開催回数：
３回
○食育推進庁内会議　開催回
数：４回
○第２次食育推進計画策定
○食育モデル事業：若年層に対
する食育推進事業
○食育ポータルサイトによる食育
の普及啓発

市民自らの健康づくりに対する知
識の普及と意識の高揚を図るた
め、適正な食事、運動不足の解
消、ストレスコントロール及び感染
症対策など、生活習慣の改善や
健康増進、疾病予防等の知識
やノウハウに関する情報を取りまと
め「健康だより」として全世帯に配
布。

総合保健福祉センター内休日救
急歯科診療所において、一般の
歯科診療所では通院治療等が
困難な障がい者を対象に歯科診
療を行う。管理運営は（社）いわ
き市歯科医師会に委託しており
ます。

国内におけるBSEの発生以来、食の
安全を脅かす大きな事件が次々に
発生し、食品安全行政に対する信
頼性の確保が求められ、「食品安全
基本法」の施行及び「食品衛生法」
の一部改正が行われた。その改正に
より、各自治体に「食品衛生監視指
導計画」の策定が義務付けられ、そ
の計画に基づく、監視･指導等を通じ
て、「市民の食の安全確保及び健康
保護」を図ることを目的とする。

11回開催・88組・176名
○内容①食育に関する講話（エ
プロンシアター等食育媒体使用）
②簡単でおいしい食事づくりの体
験③試食を通した楽しい食事の
体験④他の母子等との交流

・「保健のしおり」に盛り込む形で
年１回発行
・年度末に翌年度版を市内全地
区の世帯へ配布

【稼動日数】：75日
【受診者数】：668人（過去三ヵ年
の１日当りの平均受信者数に稼
動日数を乗した値）
【実施内容】：障がい者の方の歯
科診療

⑴　食品の収去等検査事業　　　：
1,134件
⑵　食品製造施設等の監視事業：
3,171件
⑶　啓蒙事業
　①　食品衛生講習会の開催　　：
50回（2,000名）
　②　食中毒防止キャンペーン　 ：
       ８月１日市内３箇所で街頭キャ
ンペーンを実施。
　③　食の安全フォーラム
　④　食の子ども探検隊（一日食品
衛生監視員体験）

要望により、随時対応。

要望により、随時対応。

要望により、随時対応

食育基本法の規定に基づき、平
成21年３月に策定した「いわき市
食育推進計画」の内容を踏ま
え、本市の地域特性を生かした
食育を総合的かつ計画的に推進
する。

子どもにとって、食べることは食べ
ることは楽しみの一つである。食
事は生活のリズムの決め手にもな
り、幼児期からの生活習慣病予
防として食習慣や食べ方は重要
である。子どもたちの年齢に合わ
せた食事とおやつについて学ぶ。

メタボリックシンドローム予防のため
の食事について、食事バランスガ
イドの活用も含めて学ぶ。

生活習慣病や低栄養を予防す
るため、食事バランスガイ

幼児やその家族を対象とした食と
子育てに関する学習の機会を提
供し、健康づくりの基本である、
正しい食事のとり方や望ましい食
習慣の定着及び食を通じた人間
性の形成等を図るとともに、口腔
衛生の知識を得、児の心身の健
全育成を図る。また、楽しく食べ
る幼児体験を通じて、子供の食
への関心を育み、「食を営む力」
の基礎を培う「食育の実践」を行
う。
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27 保健福祉部 保健所地域保健課 いわきっ子・いきいき健やか食育教室（学童期） Ａ-１・３、Ｃ-１ 現行

28 〃 〃
食育インフォメーション（食育月間－6
月）

Ｃ-１ 現行

29 〃 〃 食育インフォメーション（食育の日－毎月19日） Ｃ-１ 現行

30 〃 〃 特定給食施設管理指導事業 Ｃ-４ 現行

31 〃 〃 国民健康・栄養調査事業 Ｆ 現行

32 〃 〃 地域保健関係職員等研修会
（栄養改善担当者研修） Ｃ-２ 現行

33 〃 〃 健康推進員育成支援事業 Ｃ-２ 現行

34 〃 〃 健康教育（栄養・食生活） Ａ-１～３、B-１・２・４、Ｃ-３・４ 現行

平成25年度は、6月に地区内定
通知、8月に地区指定通知が届
くため、実施に関しては未定。

２回実施
　　講演と講話

○開催回数：5回（延べ７回）
○内容：講話、調理実習、実技
等

１）他係連携事業　　開催回数：
６回、参加人数：70人
２）他課連携事業　　開催回数：
６回、参加人数：400人
３）公民館主催事業　開催回
数：１回、参加人数：15人
４）講師派遣　　　　　開催回数：
２回、参加人数：30人

学童期の肥満児は増加傾向に
あり、このことは将来のメタボリック
シンドローム発症に大きく関わる
要因の一つともいわれている。また
肥満児の増加の原因は「飽食の
時代」における過剰な食物摂取と
運動不足を促す現代の環境等
が考えられる。そこで、学童を対
象とした食と運動に関する体験学
習の機会を提供し、健康づくりの
基本である、正しい食生活や運
動の大切さの知識の普及、またそ
れらを通じて人間形成等を図ると
ともに、児童の心身の健全育成
を図る。

健康増進法（平成14年法律第
103号）に基づき実施するものであ
り、国民の身体の状況、栄養摂
取量及び生活習慣の状況を明ら
かにし、国民の健康の増進の総
合的な推進を図るための基礎資
料を得るために実施する。

地域住民や特定給食施設にお
ける栄養管理等の推進を図るた
め、栄養・食生活の業務等に従
事している者を対象として、栄養
に関する基本的な事項および新
しい健康情報を提供することを目
的に実施する。

健康づくり関連施策のより一層の
効果的な実施を図るために、地
域ボランティアであるいわき市健康
推進員活動が積極的に展開さ
れるよう、健康推進員の育成支
援及び組織の強化を図ることを
目的とする。

市民等に対し、栄養・食生活に
関する健康教育を行い、生活習
慣病の予防及び改善を図る。

６月の食育月間において、「食育
インフォメーション」を開催し、食育
関連ポスター等の掲示や栄養関
係パンフレットの配布、食育事業
の写真等の掲示、栄養相談を実
施し、食育推進基本計画の周
知と国民への定着を図る。

毎月19日の「食育の日」におい
て、いわき市総合保健福祉セン
ター１階ロビーにて食育事業の写
真等の掲示を実施し、「食育の
日」の定着を図る。

○開催日数：７日間（延べ）
○開催場所：総合保健福祉セン
ター（５日間）、市役所本庁舎（２
日間）
○実施内容：ポスター・パネル掲
示、食育教室の写真掲示、食育
関係パンフレット配布、栄養相談
（総合保健福祉センター）

開催回数：12回

給食施設における栄養管理の実
施に関し必要な指導及び助言を
行い、喫食者に対する適正な栄
養管理が実施されるとともに、食
環境の整備を図り、給食施設の
栄養管理等を通じて市民の健康
増進を図る。

各施設における指導の必要性に
応じ実施

○開催回数：3回
○参加人数：60人（10組20人×
3回）
○実施内容：歯に関する講話・
実技、食育に関する講話、実
習、食事会
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35 保健福祉部 保健所地域保健課

一時提供住宅に入居した高齢者等に
対する栄養相談事業
（被災者栄養・食生活支援事業）

Ａ-１ 現行

36 〃 〃 幼児むし歯予防対策事業 Ａ-１ 現行

37 〃 〃 地域歯科保健推進事業 Ａ-１、Ｂ-１ 現行

38 〃 〃 訪問口腔・訪問栄養指導事業 Ａ-１ 現行

39 〃 〃 離乳食教室 Ａ-２ 現行

40 〃 〃 プレママ・プレパパクラス Ａ-２・４ 現行

41 農林水産部 農政水産課 農業・農村復興学習体験事業 Ｂ-１、Ｄ-１・２、Ｆ 現行

42 〃 水産振興室 水産業振興プラン推進事業 Ｃ-３、Ｄ-３、Ｅ-１

その他⇒
原発事故
により沿岸
域の漁の
自粛が継
続している
状況等を
踏まえ、新
たな水産
業振興プ
ランの策
定を行う。

○訪問件数
　【訪問栄養】延　１００件
　【訪問口腔】延　８０件

実施回数：7回　参加人数：84名
栄養相談件数：10件
○実施内容：栄養講話、調理実
習、試食会、栄養相談

開催回数：12回
実施内容：・離乳食に関する講
話　　・実習、試食
　　　　　　　・口腔衛生の講話

開催回数：平日6コース（24回）
日曜6コース（12回）
実施内容：・先輩ママパパの体験
談　・助産師による講話、実技
　　　　　　　・栄養士による講話、
実習　・赤ちゃんのお世話

①学習資料作成・配布予定部
数4,200部（市内小学校及び関
係機関）
②農山村の生活体験、参加者
及び関係者等による交流事業

・水産物の消費拡大に向けた取
組み（市内外への出展等）
　※福島県緊急雇用創出事業
水産物消費拡大事業と連携
・いわきサイエンスカフェ事業（本
市水産業について考えていく場）
・（仮称）新・いわき市水産業振
興プランの策定

○内容：前年度と同様
○回数：1歳6か月児：７９回　、3
歳児：７９回

【歯ピカリ教室】　むし歯予防の講
話と仕上げ磨きの実技
　　　○開催回数：２４回
【歯周病予防相談】　歯科相談
及び保健指導、歯周病スクリーニ
ング検査等
　　　○開催回数：１２回

市民一人ひとりが、生涯にわたっ
ておいしく楽しく食事をとることがで
きるよう、その基本となる口腔機
能の維持・向上を図るため、「歯
ピカリ教室」や「歯周病予防相
談」等を実施し歯を大切にすると
ともに、よく噛んで食べる習慣を身
につけるための取り組みの推進を
図る。

東日本大震災により被災した高
齢者等の自立した生活を支援す
るために、高齢者見守り事業との
連携により、一時提供住宅等の
近隣の集会所・公民館等におけ
る栄養相談会（調理実習を含
む）を実施し、良好な食生活を確
立すことにより、低栄養を予防し、
健康で張りのある生活を送れるよ
うにする。

生涯にわたって口腔機能を維持
していくためには、幼児期からの取
り組みが重要である。そこで、むし
歯予防に有効な「フッ化物塗布」
及び歯科保健指導を実施し、保
護者の歯科保健に対する意識の
向上につなげることにより、幼児の
口腔の健康の保持・増進を図
る。

在宅で療養する難病を含む障が
い者等を対象に、歯科衛生士や
栄養士が訪問により口腔内及び
栄養状態を調査し、本人及びそ
の家族への適切な指導・助言を
行うことで、咀嚼機能の維持や栄
養状態の改善を図る。

食生活の第一歩である離乳食を
正しく理解し、無理なく進めること
で、健康づくりの基本である良い
食習慣を身につけるとともに、口
腔衛生の基礎知識を得、児の心
身の健やかな
成長を図る

子育てを行う両親の多様なニーズ
に対応し、妊娠・出産・育児に関
する情報の提供や、仲間づくり等
の支援を行うことで、両親が前向
きに安心して子育てができることを
担う。

本市の農業の特色や復興への姿
を紹介した学習資料を子供たち
に配布することにより、本市農業
への理解の醸成を図る。また、都
市部の小中学生や学校関係者
が、本市農村と交流し、農業体
験を行ったり、震災からの復興へ
向かう姿を学ぶことにより、本市農
業・農村への理解を深めてもら
い、震災で疲弊した本市農村の
復興への糸口とする

市水産業振興プランの着実な推
進に向け、地産地消を基本とした
水産物の消費及び販路拡大を
はじめとする各種施策を推進する
もの。
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43 農林水産部 農業振興課
第二期新農業生産振興プラン推進事
業費補助金
（料理教室関係）

Ｄ-１～３ 現行

44 〃 〃
（緊急雇用）伝統農産物アーカイブ事
業

Ｃ-１～３、Ｄ-２・３ 現行

45 商工観光部 産業・港湾振興課 農商工連携推進事業 Ｆ 現行

46 〃 観光交流課 いわきまるごとプロモーション事業 Ｆ 現行

47 教育委員会 学校教育課 各学校の「食育全体計画」における食育指導の事業実施 Ｂ-１ 現行

48 〃 〃 「食育指導講座」の開催 Ｂ-１ 現行

49 〃 〃
 朝食を見直そう週間運動（旧事業名
朝食摂取率100%週間運動の実施）

Ａ-１、Ｂ-１・２、Ｆ 現行

平成25年11月15日（金）永井中
学校で伝統食料理教室を実施
予定

・在来作物や伝統的な農作物
加工法の調査
・展示・実証圃の設置
・体験農園と料理教室
・スローフードフェスティバルの開催
（２回）
・アーカイブの発行　等

○農商工連携プロデューサーの
配置
○セミナー、講演会の開催
○事業可能性調査に係る助成

交付団体：3団体
交付対象事業
①カジキの新商品開発
②カジキの新商品開発
③カジキグルメコンテストの開催等

・昨年度同様に実施する予定

（昨年度同様に実施）
・各小中学校から希望を募り、栄
養教諭・学校栄養職員による
「食に関する指導」
 を実施する。
・各小中学校において、

・６月と１１月の２回実施する予
定。
･本運動を通して、朝食摂取の
状況を把握するとともに、各学校
が実情に応じた
 効果的な食育を推進し、朝食
摂取率や生活リズムの向上、児
童生徒の望まし
 い食習慣の形成、保護者の意
識の高揚、地域との連携強化な
どが見られるよ う、働きかけを行
う。

年に２回、朝食摂取率を調査す
ることで、児童生徒及びその保護
者や教職員に朝食摂取の大切さ
を再認識させるとともに、食に関す
る理解を深め、生活リズムを改善
し、望ましい食習慣の形成を図る
ことにつなげる。

各学校が、食育基本法や児童
生徒の食生活の実態を踏まえて
作成した「食育全体計画」に基づ
き、栄養教諭・学校栄養職員や
食育推進コーディネーターを中心
に、学級活動・家庭科・保健体
育科等、教育活動全体を通して
食育を推進する。

食農教育の充実や地産地消の
推進等を図ることを目的に、小・
中学生を対象とした、地元で生
産された農産物を使った料理教
室や地域に伝わる伝統料理に関
する料理教室を開催するもの。

本市に古くから伝わっているが、い
まや消えつつある在来作物や伝
統的な農作物加工法を調査し、
貴重な地域資源として次世代に
継承するため、在来作物の栽培
方法やその調理法、伝統的な農
産物加工法をアーカイブとして整
備する。
　また、在来作物を食材とした料
理や伝統的な農産物加工法に
よる料理を提供するような市民参
加型のイベントを開催し、在来作
物に対する市民への普及啓発を
図る。

東日本大震災並びに原子力発
電所事故に伴う風評被害により
甚大な被害を受けた市内産業・
経済の復興に向けて、地域資源
を有効に活用した農商工連携に
よる新商品開発を支援し、市内
産業・経済の活性化を図る。

「地域における資源、技能等その
特性を生かして生産し、又は加
工されたふるさと産品の育成を図
り、地域経済の活性化に資する」
ことを目的に、ふるさと産品の育
成に係る事業に対し、補助金を
交付する。

食育を推進するコーディネーター
等に、食育指導のあり方につい
て、研修を深める機会とする。
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50 教育委員会 学校支援課 学校給食における廃油リサイクル Ｅ-２ 現行

51 〃 〃 食の安全性・栄養に関する調査と情報の提供 Ｆ 見直し

52 〃 〃 地産地消の取り組みと郷土料理の給食実施 Ｄ-２・３、Ｅ-１ 見直し

53

農林水産
省東北農
政局

いわき地域センター

食育基本法及び食育基本計画に基づ
く食育推進の取り組み
（食育推進運動の展開）

Ａ-１・３、Ｂ-２・４、Ｃ-
１～４、
Ｄ-１～３、Ｅ-１・２

現行

54 福島県 いわき農林事務所 食農応援メニュー Ｄ-１～３ 現行

55 〃 〃
農業高校等連携事業フレッシュ農業ガ
イド講座
（食農教育）

Ｂ-４、Ｅ-１ 見直し

56 〃 〃 「ふくしまの農育」推進事業
Ａ-２、Ｂ-１、Ｃ-１～
３、
Ｄ-１～３、Ｅ-１・２

現行

57 〃 いわき教育事務所 「ふくしまっ子食育推進ネットワーク事業」（庁重点）

Ａ-１・３、Ｂ-１～４、Ｃ
-２・３、
Ｄ-２・３、Ｅ-１

見直し

震災前の学校給食運営委員会
を開催予定だが、加えて現在
行っている学校給食に使用する
食材の放射性物質検査の結果
と産地を公表していくことを事業
内容に盛り込む。

「開校式」「田植え」「生きもの調
査」「分けつ調査」「かかしづくり」
「稲刈り」「脱穀」「収穫祭」「修了
式」

「学校における食育推進プロジェ
クト」（H25～、H24までは「ふくし
まっ子食育推進ネットワーク事
業」）
○学校における食育推進委員会
の開催（6月、2月の年2回）
○朝食について見直そう週間運
動の実施（6月、11月の各1週
間）
○わたしがつくる朝ごはんコンテス
トの実施
○食育推進実践校表彰

継続して、学校における食育活
動を行う。

①意見交換会等は、関係機関と
連携し開催。
　②情報提供は、継続し定期・
継続的に開催。
　③食育講座等の支援協力は、
各要請に対応。

随時、申込みを受付するととも
に、担当部署と調整し対応する。

時期未定・内容検討中

学校給食における廃油を全てリサ
イクルする。
食用廃油年間売り払い量　平成
２５年度見込み　４０．８００ℓ
　※　平成２５年度は全ての小中
学校へ給食を提供できるように
なったため。

廃食油のリサイクルなど環境型社
会の現実を目指し、環境教育等
を通じた意識の
普及等に努める。

食育推進計画の数値目標の達
成に向け、関係機関と連携し効
果的に推進。

「食」や「農林水産業」に関する
「見たい・知りたい」にお応えするた
め、福島県が出前講座や体験学
習、見学可能な施設などを「食
農応援メニュー」としてまとめ、学
校の授業や地域の学習会などに
利用いただくことを目的にしてい
る。

農業高校等の生徒を対象に、農
業青年クラブ員等との意見交換
等を通じて就農への動機付けを
図る。

学校給食の食材についての、安
全性の確認書や栄養成分一覧
表を、学校給食運営委員等に
情報提供する。

一年間を通して水稲の作付けか
ら収穫までの農作業を体験するこ
とを通じ、地域の農業と土地改
良施設への理解と関心を深めて
もらうことを目的とした環境教育
事業。

健康及び食生活の課題を明確
にし、学校における食育推進の基
本方針及び評価指標を開発す
るとともに、家庭、学校、地域の
協働による食育の推進を図る。

給食を「生きた教材」とし、総合
的な健康教育の一環として食に
関わる人たちへの
感謝の気持ちをはぐくみ、食物を
大切にする心を育てる。


